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和牛（仔牛）生産費の調査結果について（２） 
畜産課 渡 辺 明 喜 

３、経営規模別の集計 

 調査農家について耕地の経営規模別に第５表のと

おり 10 段階に分類し、集計農家の多い①田 100a 以

上畑 20a 以上（Ａ２、Ｃ）②田 50a 以上畑 19a 以下

（Ａ３、Ｄ）③田 49a 以下畑 50a 以上（Ａ４、Ｂ）

の３つにつき比較検討するようにし、第６表及び第

４図のとおりまとめた。 

 図表による生産費最低規模はＡ２、Ｃで 30,408円

次いでＡ４、Ｂ規模の 33,281 円となっているが、調

査農家最も対象の多かったＡ３Ｄ規模においては

42,596 円と相当高い生産費を示した。 

 また第６表に示すとおり、生産費中に占める飼料

費、飼育労働費和牛償却費の夫々の比率は前述の地

区別の相違のような大きな開きは認められなかった。

副収入についても僅かな差に止まっている。 
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４、飼養管理上の主な問題点 

（１）飼料の給与 

 和牛に対する給与飼料については種々の畜産統計

はもとより、一般的に殆ど全部自給されているもの

とみられている。 

 ただその自給の内容においては、従来の極めて粗

放的な飼育慣行なり、一般に見受けられる和牛の栄

養状態等から養分的には極めて不充分な給与がなさ

れているものと考えられていたが、調査の結果は第

２図のとおり、年間を通じれば相当過剰の給与がな

されていることがわかった。 

 第３図は集計考案の便宜上一応体重 400kg の繁殖

雌牛年間の所要栄養分（森本氏標準による）に対す

る各地区の給与飼料に基づく栄養分の充足率を示し

たものであるが、これによると平均では T・D・N132％

D・C・P156％と何れも過給となっており、殊に D・C・

P の給過が目立ち、備中の T・D・N 89％DCP107％と

千屋の TDN124％、DCP104％とがほぼ標準並であった。

津山では T・D・N 184％、D・C・P 287％と著しい過

剰給与となっている。所要栄養分のうち稲ワラによ

る給与分についてみると、平均で T・D・N 48％、D・

C・P 19％で T・D・Nは半分に近い比重を示している。

また、最も少ないのは備中、の T・D・N 25％、D・C・

P８％であり最も多いのは草間の T・D・N 92％、D・C・

P 29％と驚くべき数値を示している。 

（２）飼育労働時間 

 飼育労働時間は第４図のとおり平均 303.3 時間と

なっているが、最も少ないところは備中で 170.2 時

間、最も多くかかっているところは草間で備中の３

倍以上の 523.6時間となっている。 

 また調査地区を放牧慣行地帯（千屋、備中、哲西）

と舎飼地帯（津山加茂、草間、中央）の２つに分け

て夫々平均飼育労働時間を比較してみると前者は

179.8時間、後者は 427.1時間となり舎飼の場合は放

牧の場合に比べ約 2.4 倍も多くの時間を要したこと

となっている。飼育労働の内容を①手入れ及びひき

運動②飼料の調理並びに給与、③放（けい）牧④看

病その他に分けてみると、その比率は平均で①

18.9％②68.8％③11.1％と飼料の調理給与が断然多

い。 

 備中では①32.3％②46.3％③21.4％と手入れ放牧

に過半数を費やしている。 

 草間は平均とほぼ同じ比率で①17.8％②67.8％③

11.5％となっている。 

 ところが放牧地帯では①21.5％②54.1％③22.3％

と手入れと放牧並びに飼料給与が約半々になってい

るにかかわらず、舎飼地帯では①18.1％②74.8％③

6.2％と飼料給与が 75％にも達している。 

 

（３）畜力利用 

 畜力の利用時間は第７表のとおり地区によってか

なりの開きがあった。平均 129 時間で利用の少ない

のは備中の 64時間、津山の 69時間と平均の約半分、

平均に近いのは千屋の 110 時間、草間の 128 時間と
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なっており、高い利用率を示しているのは哲西の 154

時間、中央の 211時間となっている。 

 

５、結果の考察 

 以上の結果からみられ

るように和牛の生産費は

地域なり、個々の農家によ

って、かなりの開きがあり、

特に現行の仔牛価格に比

べ相当の赤字の出ている

ものや、また畜力利用の多

少等により、生産費にかなりの開きがあることがわ

かった。そこで生産費を低減させて行くため２、３

の改善点をあげると 

 第一に飼料費の問題である。費用合計の 50％を占

めているにかかわらず、そのうち 80％が自給である

ということが従来から和牛の持つ強味とされている

がしかしその内容についてみると自給部分の 1/3 が

稲ワラで占められていることが問題で、将来肉畜と

して合理的な飼養を行なって行くうえに大いに改善

を要する点である。飼料給与量については、一般的

に考えられていたのに反し、年間を通じては、以外

に大きな過剰給与となっていることで、更にその給

与の実態を分析してみると、夏季青草期の青草の多

給、及び分娩前後の濃厚飼料の過給等に反し、その

他の時期、殊に冬季の飼料が大きく稲ワラに依存し

ている等、時期的にでたらめな給与をしている事が

大きな問題である。 

 したがって今後これに対する研究問題は飼料計算

を実施すること、また良質の粗飼料を確保し年間を

通じて適正な給与を行なうことにより、能率の高い

和牛をより安く生産し得るものと思われる。 

 第二に飼育労働費の問題であるが和牛には人手が

入らないというのが常識と考えられていたが、実際

には費用合計の 26％と予想外の大きな比重を占めて

いる。これは千屋、備中、哲西以外の舎飼地区で何

れも 400 時間以上要していることから由因している

と思うが特に牛舎や飼料給与に関する設備の不備が

原因していると思われるので、この点の改善が急務

とされる。 

 第三は和牛償却費について耐用年数平均５年であ

るので一般に割高となっているが、この耐用年数と

飼料のめくら給与との結びつきによる繁殖障碍（栄

養障碍から来るもの）発生等と相関連性があると思

われるので今後相対的問題として特に重要視されな

ければならない。 

 第四に畜力利用であるが総平均は 129 時間となっ

ており特に山間水田地帯において利用時間の少ない

地区も見受けられるが、これは耕地経営規模なり多

頭飼育等の関係で個々の牛についての利用拡大が一

概に推進し難い点がかなりあり総合的により多く利

用することが望ましい。 

 

あとがき 

 以上を総合してみると生産費の内容において種々

改善すべき点が認められるが、全体的には、今後の

和牛経営の発展性と言う面から比較的有利に立地し

ているという事が伺われる。これは今回の調査対象

となった農家の平均耕地面積が 119 アールでありそ

のほかに採草放牧地が 152 アールもあるという恵ま

れた経営規模から和牛飼養上の基礎飼料が安定して

いることと、古来からの生産地として改良に対する

関心が強く体形資質のすぐれた雌牛が飼育されてい

るため、生産した仔牛は常に他の地域より高価に取

引されているということからうなずける。 

 しかし依然として農家経営のなかで和牛部門の占

める地位が附随的であり、生産費中 67％を占める自

給部門の犠牲において収益があがっていることを深

く認識していないところに経営の面は勿論飼養管理

の面において改善なり解決を要する点が少なくない。

要は和牛飼育農家が従来の役畜的概念から脱して用

畜としての和牛を如何に各自の経営内容に適合させ、

飼料計算等を含む飼養の合理性と採算性をどこまで

追究してゆけるか、又そのために利用し得る様な基

礎資料がどのように準備されるかということが今後

の和牛経営にとって大きな課題であろうと思う。 

 尚今回の調査は出来るだけ正確な資料を準備検討

したが農家の記帳もれ等不備の点もまぬがれ難いの

で、今後これ等の点についてはより正確に調査し更

に改善点として指摘した事項については今後に残さ

れた大きな課題として調査研究を進めなければなら

ないと思う。 


